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平成２５年第３回幸田町議会定例会会議録（第４号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２５年９月１１日（水曜日）午前９時００分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 報告第39 幸田町公共駐車場条例の一部改正について 

     報告第40 幸田町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正に 

          ついて 

     報告第41 幸田町農業集落家庭排水処理施設設置事業分担金徴収条例の一部改正 

          について 

     報告第42 財産の取得について（高規格救急自動車） 

     報告第43 財産の取得について（高度救命処置用資機材） 

     報告第44 平成25年度幸田町一般会計補正予算（第２号） 

     報告第45 平成25年度幸田町士地取得特別会計補正予算（第１号） 

     報告第46 平成25年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     報告第47 平成25年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     報告第48 平成25年度幸田町介護保険特別会計著打正予算（第１号） 

     報告第49 平成25年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第１ 

          号） 

     報告第50 平成25年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     報告第51 平成25年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１ 平成24年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２ 平成24年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３ 平成24年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第４ 平成24年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第５ 平成24年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６ 平成24年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認 

          定について 

     認定第７ 平戒24年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

     認定第８ 平成24年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第９ 平成24年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

日程第３ 決算特別委員会の設置について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 中 根 秋 男 君  ２番 杉 浦 あきら君  ３番 志 賀 恒 男 君 
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  ４番 鈴 木 雅 史 君  ５番 中 根 久 治 君  ６番 都 築 一 三 君 

  ７番 池 田 久 男 君  ８番 酒 向 弘 康 君  ９番 水 野千代子 君 

  10番 夏 目 一 成 君  11番 笹 野 康 男 君  12番 内 田  等 君 

  13番 丸山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 浅 井 武 光 君 

  16番 大 嶽  弘 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

企 画 部 長 兼
人事秘書課長

大 竹 広 行 君 総 務 部 長 小 野 浩 史 君

住民こども部長 桐 戸 博 康 君 健康福祉部長 鈴 木  司 君

環境経済部長 山 本 幸 一 君 建 設 部 長 近 藤  学 君

住民こども部次長兼
こ ど も 課 長

児 玉 幸 彦 君
会計管理者兼
出 納 室 長

小 山 信 之 君

教 育 長 内 田  浩 君 教 育 部 長 春日井輝彦 君

消 防 長 山 本 正 義 君
消 防 次 長 兼
予防防災課長

齋 藤 正 敏 君

監 査 委 員 羽根渕保博 君

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 山 本 忠 志 君   

────────────────────────────── 

○議長（大嶽 弘君） 皆さん、おはようございます。 

   早朝よりの御審議、大変御苦労さまです。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時００分 

○議長（大嶽 弘君） ここで、総務部長から発言の申し出がありましたので、発言を許し

ます。 

   総務部長。 

〔総務部長 小野浩史君 登壇〕 

○総務部長（小野浩史君） 議長のお許しをいただきましたので、発言をさせていただきま

す。 

   連続不審火の関係でございます。既に、本日の報道機関発表で御承知かと思いますが、

９月９日夜、半田市の民家で車のタイヤに火をつけたとして、県警安城署などは、１０

日器物損壊の疑いで、岡崎市宇頭北町、無職近藤洋之容疑者（４８歳）を逮捕いたしま

した。県内で２月以降、岡崎市や安城市、本町におきまして発生をいたしました不審火

について、近藤容疑者は容疑を認め、記憶にあるだけで４５件余りやったと話している

とのことであります。今後、捜査の状況をいましばらく注視をしていく必要があると思
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いますが、まずもって御報告をさせていただきました。 

   なお、参考までに、本日の朝刊各紙の記事抜粋について、お手元に配付をさせていた

だきましたので、よろしくお願い申し上げます。 

   以上でございます。 

〔総務部長 小野浩史君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） 本日、説明のため出席を求めた者は、理事者１４名と監査委員１名

であります。 

   議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから、御了承を願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を、１１番 笹野康男君、

１２番 内田 等君の両名を指名します。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第２、第３９号議案から認定議案第９号までの２２件を一括議

題といたします。 

   説明は終わっておりますので、これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、議案番号順に行い、通告順といたします。 

   発言は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以内とし、

質疑の回数制限は行いません。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間制限に鑑み、簡明なる御答

弁をお願いいたします。 

   ９月１０日の本会議で、第４４号議案まで質疑が終わっております。 

   よって、本日は、第４５号議案に係る質疑から行います。 

   第４５号議案、第４６号議案、第４７号議案、第４８号議案、第４９号議案、第５０

号議案、第５１号議案の質疑を行います。 

   本件は、通告なしであります。 

   以上で、第４５号議案、第４６号議案、第４７号議案、第４８号議案、第４９号議案、

第５０号議案、第５１号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、認定議案第１号の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山千代子君。 

○13番（丸山千代子君） 平成２４年度の一般会計の歳入歳出決算認定についてであります

けれども、この決算の中で注視すべきことが、経常収支比率の上昇であります。決算成

果の説明書によれば、経常収支比率が９５.６％でありまして、過去３年間の推移で見

れば、８３.４％から平成２３年度は９２.０％、それから今決算では９５.６％と、９

０％台を超える経常収支比率になっているわけでありまして、これが説明の中では、人

件費や扶助費などが歳出増ということでありまして、分母である税収の減、これによっ
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て経常収支比率が増加をしたということでありますけれども、これについて説明を求め

るものでありますが、扶助費の件についてお尋ねするものであります。 

   扶助費が、一般会計における占める割合が高くなってきたと盛んに言われているわけ

でありますが、前年度で比較をいたしましても、扶助費の伸びは１.７％でありまして、

また人件費においても１.７％であります。これが急激に上がってきた、そうした要因

につながるのかということでございますけれども、これについてどう分析をされたのか、

お尋ねするものであります。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 経常収支比率の伸びが３.６％、前年度比較いたしまして９５.

６％という値になったということの要因分析についての御質問でございます。 

   経常収支比率につきましては、そのパーセンテージが高くなれば、いわゆる財政の硬

直化があるということで、財政運営上の問題が図るべく指標であると思います。一般的

な目安としては、７０％から８０％を適正、９０％以上は硬直化しているとされており

ます。 

   若干、この推移を議員おっしゃっていただきましたけれども、平成１９年度のリーマ

ンショック前の状態では、町税が９０億円あり、経常収支比率につきましては７３.

８％と、低かったわけでございますけれども、２０年度から２２年度につきましては、

町税の減少が著しく、１０数億円の減少となり、減収補填債、あるいは臨時財政対策債

を借り入れをいたし、比率上、この計算の上ではその額が分母にプラスをされて、比率

としては低く抑えられてきた状況でございます。 

   ２３年度に９２％という数値で、９０％を超過をしてまいりました。その要因といた

しましては、分子の中では、人件費と扶助費、それから分母では、町税との減少という

ことで、比率が悪化をしてきたという状況でございます。 

   また、人件費についての要因ということでございますけれども、職員増による給与費

の増、それから昨年と比較をいたしました数値の中で、退職手当組合負担金の増という

内容が要因の中に含まれております。 

   扶助費の関係につきましては、障害者福祉サービス費の増ということで、対前年１.

７％、扶助費につきましては増をしておるという状況の中で、極めて高い数値となって

きたと分析をしておるところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ですから、その中身の内容についての要因をお聞きしているわけ

でありまして、比較をすれば出てくるわけですよね。しかし、その実態はどうなのかと

いうことであります。 

   扶助費につきましては、ふえたふえたと言われますが、金額的にもパーセントで見て

も、前年度とはそんなに増加はしていない、急激な増加はしていないわけであります。

人件費でもそうですね。ですから、そういったことが分母、いわゆる税収が少なくなっ

たがために経常経費比率が上がったということはわかるわけでありますが、なぜこうも

急激にこの９０％台に突入したのかと、そのことを伺っておりますので、具体的にどう

なのかということをお示しいただきたいということであります。 
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   確かに、リーマンショック以降ですね、税収の悪化で投資的経費に使える金額が少な

くなったというのはわかるわけであります。しかながら、幸田町におきましては、まだ

不交付団体ということで、単年度で見れば昨年、前年度の１.０５から１.０７に伸びて

きているわけですよね。０.０２ポイント上がっているわけですが。経常収支比率につ

いて言えば、３.６上がっているという経過があるわけですので、その辺のところをど

う見るかということでございますが、その点についてどう把握をされたのか、お尋ねす

るものであります。 

   また、経常収支比率が９０以上になると、財政の硬直化を招くのではないかというこ

とも言われているわけでありますが、しかしながら、いろんな住民サービスが行き届い

て成熟した自治体では、これは必ずしも悪化ということではないというようなことも言

われているわけでありますが、その点について幸田町の９５.６というのをどう見るか

ということでございます。 

   それから、この増加した、また９５％以上になった経常収支比率、これを分析をして

来年度予算にどう反映させていくのかということもお聞きをしたいというふうに思うわ

けでありますが、いかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 全体的なこの伸びの中身の分母のいわゆる部分が、やはり一番

大きな内容だと思っております。税収の増が見込めればよかったわけですけれども、実

績としてこういう数値でございます。いわゆる分子のほうの人件費、扶助費につきまし

ては、議員おっしゃっていただきましたように、パーセンテージ的には同率１.７とい

うことでございます。こまれでも切り詰めてやってきた部分でございます。経常的な経

費ということで、どうしても自治体の中では経常的支出をしなければならないというこ

とで、この分子の部分はある程度固まっておる数値の中で、いわゆる税収分母の率が減

ったということが、この主な最大の要因だと思っております。 

   それから、成長した、いわゆる成熟した自治体については、こうした状況もと、いう

ことをおっしゃっていただきました。平成１９年のいわゆるリーマンショック前と２３

年度、いわゆる他市町の状況で、同じく経常収支比率が大きく数値が上がった自治体の

中には、豊田市が２２.９％、碧南市が１９.９％、田原市が２４.２％ということで、

県内の中でも大きな、私ども幸田町と同様に伸びておる状況がございます。こうした状

況を考えますと、いわゆる大手の企業を抱える市の財政的な構造の部分もあるのではな

いかというふうに考えております。こうした要因、幸田町についてもあるのではないか

というふうに考えております。 

   それから、９５％、来年度の予算策定の中にどう反映していくかということでござい

ます。これは、やはり人件費、物件費の部分でどのように切り詰めて考えていくかとい

う部分になりますので、また予算編成含めまして、そうした中身、詰めてまいりたいと

思います。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今、税収が若干緩やかに伸びてきているということで、今補正予

算にも増加を見込まれたわけでありまして、そうした面からすれば来年度に決算、今年
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度決算、今年度の分の決算したときには、また若干数値が、これは経常経費比率も下が

ってくる可能性もなきにしもあらずと思うわけでありますが、単純に物件費や扶助費を

削ればいいという問題ではないというふうに私は思います。経常経費が上がったから扶

助費を削る、物件費を削る、人件費を削る、こういうことで住民にしわ寄せをしていく、

そうした分析というのはやはりしていくべきではないというふうに思うわわけでありま

すが、その点について、どう見込まれるかということでございます。 

   次に、休日保育の件でございます。 

   この休日保育を取り組んできた１年間の結果というものが出されてきたわけでござい

ますけれども、そうした中で、この休日保育が恒常的に仕事である場合しか受け入れな

いと、登録をしてそれで予約時しか受け入れない、こういう内容になっているわけであ

りまして、どうしても緊急、突発的に利用しなければならない人たちをはじき出してい

るということが明らかにされてきたところでありますが、やはりこうした休日保育をせ

っかく取り組んできたわけでありますので、本当に困ったときに行政の保育サービスが

受けられる、こういう休日保育のあり方に持っていくべきではなかろうかというもので

ありますけれども、その点について考えるべきことではないかというふうに思います。 

   また、現場の声をお聞きをいたしますと、急に来られては困ると、何があるかわから

んと、こういうことで受け入れられないと、こういうことが言われましたけれども、そ

れは幸田町の保育を受けている者が休日保育サービスを受けられるわけでありますので、

何があるかわからんと、これは言い逃れではないかというふうに思うわけであります。 

   そうした園児の実態というのが、８園の中で明らかにされれば、これは受け入れられ

る、どういう園児であるかというのをわかるわけでありますので、その辺のところを休

日保育を受け入れないための言いわけではないかと、私は思うわけであります。本当に

困ったときに利用できる休日保育サービスであってほしいというふうに思うわけであり

ます。その点について、改善の余地があるか、お伺いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 経常収支比率を単純に下げるという意味で、住民サービスの低

下に及ばないようにという御意見、もっともでございます。そうしたことを踏まえまし

て、次年度の予算等編成に当たってまいりたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 休日保育の関係でございます。さきの８月の協議会で、

平成２４年度の実績として報告をさせていただきました。休日保育につきましては、日

平均で１.６人という実績が出てございます。この休日保育に関しまして、先ほど議員

のほうからお話がありましたとおり、登録した児童というのが６７名ございます。その

中で、１日の利用人数が１.６人ということは、６７人はオーケーですという許可を担

当としては出してございます。それが１.６人ということですと、裏返して考えますと、

子どもさんを親元、またはおじいちゃん、おばあちゃん、そういった身内の方に保育を

していただいておる、何らかの形で保育をしていただいているという認識でございます。

子育て支援をする立場としては、喜ばしい現象かなというふうに思います。 

   今の議員の質問の突発的な受け入れは何とかならないかという質問でございます。先



- 7 -

ほど、現場では急に言われても受けられないということでございます。この休日保育と

いうのは、菱池保育園１園で行ってございます。八つの保育園の子どもが、その日曜日

にその菱池保育園に集まって保育を受けるという形になるわけでございますけども、受

けたい月の前月１０日までに申し込みをいただいて、その申し込みに基づいて各園から

の児童の状況、健康状態、それから持病だとかアレルギーの状態、そういった状態を細

かく調べまして、保育士の手当をするという準備がございます。その関係で、きょうの

あすお願いしたいと言われても、大事なお子さまを預かる以上、そういった情報がない

と非常に担当としては難しいということでございます。休日保育については、給食とい

うのはございません。水筒・弁当持参ということでございますけども、おやつが出ます。

そのおやつの中に、例えばアレルギー性の卵だとか、小麦粉、そういったものが入って

た場合に、そういった児童の情報がなければ与える、与えるというか、おやつを上げる

ことができないという状況がございます。そういった関係で、担当としては難しいとい

う答弁をさせていただいたかと思います。 

   ただ、今議員の言われる突発的な状況というのは、恒常的に就労して保育にかける児

童ということでございますけども、その１日に関しては、保育にかけるという状況では

ございます。そういった部分も含め、このマネジメントサイクルの中の見直しという部

分で、一つの検討課題にしたいとは思います。 

   それと、子ども・子育て支援新制度のスタートに先立ちまして、ことし９月からニー

ズ調査を行います。その中で、その休日保育の項目もございます。保護者のそういった

意向も踏まえて検討はしてまいりたいという考えでございます。 

   ただ、今の制度上では、やはり制度に基づいて許可を出したいと担当としては思って

ございます。その突発的な対応としては、ファミリーサポートセンターがございます。

その登録を依頼会員として登録をお願いしたいという、今の時点ではそういう考えでご

ざいます。検討については、今後見直しの部分で検討はしていきたいとは思っておりま

す。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 幸田町も若い世代がふえて、核家族世帯もふえてきている中で、

実家が遠くにある、あるいは頼るところがない、そうした方たちが何らかの事情で保育

を必要とするとき、そうしたときにやはり居住地の自治体の保育サービスに救われると

いうこともあるわけでありまして、またファミリーサポートでは間に合わない、そうい

うときに利用できる、こういう柔軟な対応というものが求められるのではなかろうかと

かなというふうに思うわけであります。 

   そうした中で、今度のニーズ調査の中で、実態や要望等をお聞きをされるということ

であります。いろんなケースがあるかというふうに思いますけれども。そうした中で、

やはり若い世代が利用しやすい保育サービスの充実、これが求められるわけであります

ので、そうした内容で取り組んで、検討をしていただきたいというふうに思います。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 
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○住民こども部長（桐戸博康君） 保育行政、保育サービスの充実という部分では、検討し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   次に、８番、酒向弘康君の質疑を許します。 

   ８番、酒向君。 

○８番（酒向弘康君） まず、成果の説明書でいいますと、７３ページになります。 

   緊急２次医療対策負担金について、お伺いをいたします。 

   この表によりますと、それぞれ８０６万２,０００円と２１５万３,０００円という内

容についてであります。これは、住民が必要に応じた医療の提供を受けれる目的で、そ

れぞれの医療機関で夜間・休日、この緊急医療を受けるための必要経費を自治体が支弁

するという事業だというふうに理解をしてるわけなんですが、この仕組みでありますが、

どの医療機関にどのような負担割合をもって支弁をされているのか。その決まり事、あ

るいはその仕組みについて、お伺いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 救急医療対策事業につきましては、今議員おっしゃられま

したように、休日・夜間の救急体制をとるものでありまして、岡崎市幸田町西三河南部

東医療圏といいますけれども、その中でその体制をとるために運営経費を岡崎市幸田町

で負担をし、行っておる事業であります。 

   救急・休日医につきましては、いわゆる外来処置で対応ができるような、いわゆる初

期救急といいますか、そういった初期救急のために行うものを岡崎市の医師会の会員さ

ん、また幸田町、岡崎市の中で開業してみえるお医者さんに対応していただくもので、

当番制をとり、年間を通じて行っておるものであります。 

   それとあわせて、岡崎市医師会の夜間救急診療所を夜間の診療対応、それから岡崎の

歯科総合センターでの歯科対応を行っておるものが、１次救急でございます。救急２次

につきましては、さらにもう一歩先の入院、緊急手術も可能な医療機関としまして、こ

れは幸田町にはありませんけれども、岡崎市にある宇野病院、岡崎南病院、北斗病院、

この３院の対応しておるものでございます。 

   費用の負担につきましては、それぞれの医療機関が従事をしていただきました日数に

応じまして積算をしまして、その総額を岡崎市幸田町の両町で按分割合をしながら負担

をしておるということで、平成２４年度の救急１次の負担総額は８,７６２万７,０００

円、このうちの８０６万２,０００円を幸田町、それから救急２次の負担総額では２,３

４０万円、このうちの２１５万３,０００円の負担を行ったというものであります。 

○議長（大嶽 弘君） ８番、酒向君。 

○８番（酒向弘康君） 第２次緊急医療機関というのは幸田町にはなくて、先ほど部長言わ

れましたね、３院だということでありますが、昨年度の１次の医療機関数について、お

伺いをいたします。 

   それと、過去の本町の負担金の推移を、４～５年前ぐらいからあればお聞かせをいた

だきたいと思います。 

   そして、先ほど按分と言われましたが、これは先ほど負担金を見ると、ちょうど１０
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分の１が幸田町というようなふうに計算ができるわけなんですけども、人口按分でいい

のかということをお聞きいたします。あるいは、その年度にお世話になった患者数の按

分というふうに考えればいいのか、再度確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 昨年度の１次救急の対応医療機関数につきましては、休日

の当番医では、岡崎幸田にあります１６０機関のお医者さんと岡崎市の医師会でありま

す夜間救急、それから岡崎歯科総合センター、これが対応された。それから、２次救急

につきましては、負担金につきましては先ほどの３院でございますけれども、県のがん

センター、愛知病院も実は２次救急に入っております。これは、岡崎幸田で負担をする

んじゃなく県の負担で運営をされておりますけれども、２次救急につきましては４院あ

るということでございます。 

   それから、負担金の推移につきましては、従事日数に応じまして、先ほど申し上げま

したそれぞれの負担額の総額が変わりますので、日曜・休日の数であるとか、２次救急

であります当番の日にちの設定によりまして若干変わる程度で、実はここ４年、５年に

つきましては、ほぼ横ばいでずっと推移しております。特別多くなるというものではご

ざいません。日曜日、休日、夜間の関係の対応していただいてるということですんで、

夜間でいえば３６５日というような関係になりますので、金額についてはさほど変わり

はないということでございます。 

   按分の関係につきましては、総額を岡崎市幸田町の当該年度の４月１日現在の人口数

で、実は按分をしてございます。ちなみに、平成２４年度４月１日の人口、岡崎市で３

７万８,２１７人、幸田町では３万８,４６３人、割合でいきますと、岡崎で９０.８％、

幸田町が９.２％の割合で按分をしながら負担をしておるということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ８番、酒向君。 

○８番（酒向弘康君） 人口按分ということだということで、理解をいたしました。 

   今後も救急医療体制を確保し、住民の健康、あるいは命を守るために積極的な取り組

みをお願いしたいというふうに思います。 

   次に、教育費、教育振興費についてお伺いいたします。 

   成果の説明書ですと、１０５ページになります。 

   就学援助特別支援学級就学奨励事業について、お伺いをいたします。 

   学校教育法で定められている生徒の健全な学習向上を推進するため、教育に関する経

費を援助し、保護者負担を軽減するための事業というふうに理解をしております。昨年

度は、この表で見ますと、小学校で合計で５６６名、１,０３０万４,０００円というこ

とでありました。この中の内訳として、就学困難な生徒向けと、もう一方の特別支援学

級に在籍する生徒の人数、それとその割合はどのようになっているのか、お聞かせをく

ださい。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 就学援助制度につきましては、議員仰せのとおり、学校教育

法に基づきまして、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対して必要な

援助を与えるということでありまして、市町村が独自の基準を設けまして行っておると
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ころでございます。 

   議員申されました小学校費の状況でございますが、小学校費の認定実人数を申し上げ

ます。トータルで１７４名でございます。内訳でございますが、就学援助の者が１５１

名、特別支援の者が２３名となりまして、率にいたしますと全体の就学援助が８７％、

特別支援の者が１３％という状況になります。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） ８番、酒向君。 

○８番（酒向弘康君） 同じように、中学校費も３中学校で合計４１６人、９９０万５,０

００円ということであります。これについてもお伺いいたします。 

   それと、実認定者ということでありましたが、申請者に対して認定者というのはどれ

ぐらいあったのかをお聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 中学校費の就学援助の実績でございますが、中学校費におき

ましては、実人数は１０９名であります。内訳を申しますと、就学援助が９５人で８

７％、特別支援者は１４人で１３％となります。また、申請者に対する認定の関係でご

ざいますが、本件は実人数でお答えをしたいと思います。 

   まず、就学援助分の申請につきましては、小学校では１５７名、中学校では９６名の

申請がございました。その認定状況でありますが、小学校では、先ほど申しました１５

１名を認定、中学校では９５名を認定いたしました。よって、不認定となった者につき

ましては、小学校は６名、中学校は１名であります。いずれも、家族構成の状況から、

所得が基準に対し超過したということが不認定の理由でございます。 

   なお、特別支援に係る申請でございますが、小学校は２３名の申請、中学校では１４

名の申請、全て認定でございます。この結果につきましては、定例教育委員会に報告す

るとともに、申請者あてにも結果を通知しておるところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ８番、酒向君。 

○８番（酒向弘康君） 全国ではまだまだ不況という中で、過去最高の１５５万人の児童が

就学援助を受けとるということでありまして、全国の全児童の１５％という数字もある

ようでありますが、本町の特徴的なことがあればお聞かせをください。全児童の何％と

かというのもあれば、聞きたいと思います。また、近隣との状況、比較等々あれば、お

聞かせください。 

○議長（大嶽 弘君） 教育部長。 

○教育部長（春日井輝彦君） 就学援助制度につきましては、文科省の調査結果によります

と、年々増加という傾向であるということであります。 

   本町の状況について、傾向と特徴でありますが、特に平成２０年のリーマンショック、

この影響を受けた経済状況などから、認定者数が平成２１年度に大きく増加いたしまし

た。数値で申し上げますと、１９１件が２２５件と、３４件の増、１７.８％の増でご

ざいました。その後、認定者数は微増傾向となっております。数値で申し上げますと、

就学援助認定の児童・生徒数に対する割合でございますが、平成２０年度が５.５％で

ありました。平成２１年度は、６.３％に急増をいたしました。以後、６.３％で横ばい、
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平成２４年度は若干増となりましたが、６.７％でありました。 

   近隣の状況の比較ということでございますが、就学援助の認定者数についてでござい

ますが、本町と同様に、２１年度には大幅な増加、以降横ばいという傾向でございます。

同様に、児童・生徒数に対する認定者の割合につきましては、平成２４年度の状況を聞

き取りいたしましたところ、近隣では４.５％の低いところもございますが、７.８％が

８.９％という情報でありましたので、本町は全体平均しますと、若干低い状況と思わ

れます。 

○議長（大嶽 弘君） ８番、酒向君。 

○８番（酒向弘康君） 状況がよくわかりました。今後も適正な支援により、健全な学習向

上に結びつく事業を進めていただきたいというふうに思います。 

   次に、今度決算書のほうの３８８ページに表がございます。 

   財産に関する調書の中の物品について、お聞きをいたします。 

   物品の展示・収蔵品類の絵画は、１７点ということであります。彫刻が７点、工芸品

が４点等々表になっておるわけなんですが、合計で５４点で、昨年度は増減はないとい

うことでありました。 

   こういった展示品であります絵画等々は、寄附によるものが多いかというふうには思

うわけなんですが、特に美術工芸品等のいわゆる財産は、どこにどんなものがあり、ど

の程度の財産としての価値があるのか。また、著名な方の作品等があれば、お聞かせを

いただきたいと思います。防犯上、不都合なものは控えていただいても結構ですので、

お願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 物品の展示収蔵品の場所と、それから特にいろんなものがどこ

に置いてあるかという御質問でございます。 

   まず、主なものということでお願いをしたいと思います。絵画につきましては、役場

庁舎１階ロビー、税務課の壁のところにあります障壁画、瀬戸市出身の陶芸家でござい

ます。鈴木青々作の障壁画、これにつきまして高額の８００万円、なお取得時の概算価

格ということで、金額はそうしたことでございます。そのほかに、ふるさと町民洋画家

の中根 寛作のどんちょうの原画が町民会館にあります。さくらホールとつばきホール

のどんちょうを描いた、その原画がそれぞれ町民会館のほうには展示がしてございます。

その他、版画、絵画含めまして、町長室、議員控室、町民会館等にございます。計１７

点、約２,６００万円程度でございます。それから、彫刻につきまして、主なものとい

たしましては、町民会館のさくらホールの入り口に、岡崎市出身の中島智美作「昼寝の

子」初め４点、６８万円でございます。それから、工芸品につきましては、町長応接室、

それから議長室にございます九谷焼、七宝焼の花瓶等合わせ４点、約２１８万円。書に

つきましては、１階役場庁舎の玄関にもございますが、ふるさと町民の書道家、山本 

直作「躍進」ほか４点、約１５０万円でございます。 

   主に、寄贈をいただきましたものが多いと。この庁舎ができる際、昭和６０年、ある

いは町民会館のオープン時、平成７年に御寄贈をいただいたもの、一部購入したものも

含めまして、こうしたものが現在私どもの展示収蔵品としてございます。 
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○議長（大嶽 弘君） ８番、酒向君。 

○８番（酒向弘康君） 物品につきましては、地方自治法第２３７条第１項で、公有財産債

権及び基金ともに財産として位置づけられ、その管理運用は地方財政法第８条において、

「地方公共団体の財産は、常に良好の状況に置いてこれを管理し、その所有の目的に応

じて最も効率的にこれを運用しなければならない」というふうに規定をされております。 

   こういったことで、現在全く倉庫の中で眠っているような物品等々はないか。また、

今後のこういった財産の有効な活用の考え方についても、お伺いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 所有しております、これは寄贈していただいたものを含めまし

て、収蔵品類につきましては、全て主要な施設に展示をしていくという方針を持ってお

りまして、倉庫に保管をしておるというものはございません。今後も引き続き、利用者

の方々や一般町民の方々に見ていただけるような形で設置をしてまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ８番、酒向君。 

○８番（酒向弘康君） 全部展示してあるということですね。こういった展示物、いわゆる

財産の管理や保護など、コストについてはどの程度かかっているのか。また、備品の保

管に係る管理・点検体制等々は確立されているのかについてもお聞きをします。 

   それと、最後に、町が保有する美術品・工芸品など、どれが価値のある財産で、どれ

が、まあ言い方は悪いですけども、価値がない、単なる展示物なのか。財産とするのか、

そうでない物、その基準はどのような仕組みの中で決められているのか、お聞きをいた

したいと思います。 

   簡単に言いますと、たとえはちょっとよくないですけど、私が油絵を描いて町に寄附

をしたとします。私は、絵心全くないもんで、その油絵は全く価値はないということで

間違いないんですが、これを財産とするのか、いやこれはただの物なのか、単なる寄附

だということで価値があるのか、ないのか、あるいは財産にするのかといったような決

め事とはどこで決まっていくのかということについても、お伺いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） まず、管理・保管の方法等につきましてでございます。保護、

今ある工芸品等を保護していく、あるいは保管についての特別な決め事というものは持

ってございませんが、先ほども申しましたように、今全て展示をしておるというような

ことから、管理・点検体制についても特別なルールは持っておりませんけれども、日常

点検という中で施設管理や清掃作業の中で、そうした管理をしているのが実情でござい

ます。 

   それから、防犯上の問題もあるということでございますけれども、各施設を管理する

上で、施設管理専門業者等によります防犯対策につきましては、その施設の中の対策と

して講じられているという状況となってございます。 

   それから、いわゆる財産の中のそうした価値のあるもの、ないものというようなこと

の例をとってのお話もございました。まず、備品という位置づけを持ってございます。
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幸田町のまず所有物であること、その備品に該当するかどうかということでございます。

備品としましては、財産管理規則がございまして、物品の性質または形状を変えること

なく、比較的長期の反復の使用に耐える物ということ。それから、取得単価、不明な場

合は見積金額によるというふうにしておりますけれども、２万円以上の物というふうな

基準を思ってございます。 

   議員が描かれた絵と、その額の相当額が、額の値段が２万円以上だったらどうという

問題もあるわけですけれども、そうした一定の基準としては２万円というような基準を

もって現在当たらさせていただいているとこでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ８番、酒向弘康君の質疑は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午前 ９時４９分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時５９分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤宗次君。 

○14番（伊藤宗次君） この決算年度の予算編成に当たって、町長の施政方針、その中で述

べられているのは、安心な暮らしを守るための予算だよと、こういう位置づけで２４年

度の予算編成がなされた。で、１年間過ぎて今、決算を迎えておるわけですが、結果的

にそういう施政方針を受けて、２４年度の内容は上でき論だったと、万々歳だと、こう

いう評価なのかどうなのか、まずその点からお尋ねします。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今、万々歳かどうかというお話でありますけども、常に完全では

ないというふうに思っております。将来にわたって完璧な行政ってあり得ないだろうと。

それに対して邁進するのが、我々の職務だろうというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） まあ、お説のとおり。じゃあ常に前向きにということで、完全はな

いよということですか、そうしたときに、いろんなところからいろんな指摘があると、

どうだといったときに、そういう指摘をすっと素直に受け入れて、じゃあそうしましょ

うなんていうことは全然ないわけやな。結局、万々歳じゃねえけど、わしの言ってやっ

たことはもう絶対だと、こういう極めて硬直した評価をされるということは、結果的に

は万々歳だと、言葉の裏返しじゃないのかと。 

   言われるうに、常に完全を目指せというようなことを言われながらも、いろんな点で

いろんな問題があるから、それを乗り越えながら、より住民の暮らしに役立つようなま

ちの政治を進めていかなきゃいかんよという形の中で、議会の側からそれぞれいろんな

提案や指摘はされても、それを素直には受けとらんですよね。そういう点は、どういう

ふうにお考えですか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私、素直にやってるつもりでありますけども、どういう考えでそ
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ういうふうにお話しされるかよくわかりませんですけども、多くの人たちの耳からいろ

んなことを教えていただきながら進めておるのが現状でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） だから、どういう考えでそんなもんやって、へたに答弁するとおど

しくくられちゃうなと、そういう警戒心があるもんだんな、聞いとると見え見えになっ

ちう、そういうことを、もちろんないとは申しません、素直だから。ないとは申しませ

んが、要はあなた方自身が、上でき論だよと、結果的に上でき論だよという形でピリオ

ドを打たれると、そこから学ぶべきものは何もないなという形になるわけです。 

   そうした中で、町長が、この年度でいけば２年目になる事業仕分けをされたと、事業

仕分けの目的は何だという形で、あなたが町長名で出された文書の中で、「事業仕分け

の目的という点でいけば、歳出削減を目的として事業仕分けを実施をするもんだよ」と、

こういう文書を出されております。ですから、結局事業仕分けとは何なのか、歳出削減

を目的とすると、歳出削減というのは、いわゆる予算を削る、予算を削ればどうするか

といったら、事業を質を落とす、住民のサービスを切り縮めていく、こういう歳出予算

を削減をするのが事業仕分けの目的ですよといって、あなた自身が文書で示しておられ

るわけです 

   そういう感覚で、この事業仕分けを見たときに、どういうものが生まれてくるのかと

いう点を説明をいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） まあ事業仕分けの件でございますけれども、ことしで３回目を実

施をさせていただきました。事業仕分けにおきましては、今までの、もう何年もやって

きて、それを見直しがかかってないような事業を新たに見直ししながら、町民目線で、

町民の皆さんに見える化ということを大前提に行ったわけであります。ですから、歳出

を削減するというのは、一番最初からの大きな目的でお話はしてないはずであります。

見える化という行政の中身を多くの町民の皆さんに見ていただくと、それが大前提であ

りまして、それをスクラップ・アンド・ビルド、見直しをかけていく、それが大きな主

眼でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それは、あなたの言葉の問題でですね、一昨年この事業仕分けを取

り組むに当たって、どういう目的なのかという点で町長が言われてるのは、「歳出削減

を目的として事業仕分けを実施をする」、こういうことを言ってるわけよ。そういう点

でいくと、まず削減ありきと、削減ありきの上に立ってどうへ理屈、は理屈つけていく

かといったら、それは町民目線ですよと、事業の見える化ですよと、取ってけつた場合、

いう形になるわけじゃないですか。そういう点からいくと、先ほど申し上げたとおり、

この決算年度の総括的なものは上でき論だったと、他からの批判を受け入れずと、こう

いうことになってきたときに、そっからは何も前進は生まれてこんですよね。 

   そういう点で、もう少し踏み込んでいきますが、昨年の事業仕分けの中で、コーディ

ネーターを務められたのが大学の教授の石井さんという、大変個性の強い方でございま

すよね。私も傍聴をしておりましたが。補助金とは、特定個人に交付をされるから不公
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平だと、補助金とはな、こういうことを平然と言われるわけだ。補助金とは、もともと

特定の個人、特定の団体にいろんな要件があって、それをクリアすれば交付される、そ

れが補助金。そういう補助金は不公平じゃないかと、こういうことを平然と言われる。

もしそれを不公平だよということを是認すれば、全町民に漏れなくやるのが不公平じゃ

ないか、まさにばらまきですわ。ばらまきをやりなさいよと、特定な個人や組織にやる

ことは行政の不公平じゃねえのか、こういうコーディネーターとして発言をされており

ます。 

   さらに、シルバー人材センターが、依頼を受けて個々の住民の庭木の剪定をやる。シ

ルバーが庭木の設定をやったことによって、幸田町の中の庭木屋さん減っちゃったじゃ

ないかと、廃業に追い込まれたやないか。シルバーの仕事は民業圧迫じゃないかと、こ

ういうことが平然として言われる。これが事業仕分けだと。 

   さらに圧巻は、歯周病菌だったかな、歯周病ですね、歯科の歯周病の健診に当たって

ね、歯医者のよしあしがあると、できのいい歯医者、できの悪い歯医者があるてそれは

私は肯定はせんですよ。しかし、それを町の広報紙やホームページで皆さんにお知らせ

しなさいよと、まさに民業圧迫を片一方で語りながら、片一方で民業圧迫やってだね、

できのいい子、悪い子、普通の子と、こういう仕分けをしなさいよというコーディネー

ター、そのコーディネーターの質の問題がありますけども、大もとはこれが事業の見え

る化だと、これが事業仕分けですよと。 

   こういうことで、それが町民目線の仕分けなのかという点でいきますと、この２４年

度に行われた、２３、２４、２５とね、この３カ年やられて、初年度は私は出ておりま

せんが、報告は見ております。そうしたときに、まさにこの２４年度の仕分けというの

は、特異中の特異と、特異というのは、極めて異質な体質を持ったという意味合いの特

異です。の事業仕分けと、こういうふうに私は見るわけですが、そこら辺はどういう見

方をされておりますか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 事業仕分けにつきましては、３年ずっとやってきておるわけであ

りますけれども、一番最初は町の関連する方たちの仕分け人ということで、町と関連す

る方たちのどういうふうにやろうかということで、本当に一生懸命やっていただいて、

１回目をやらせていただきました。２回目につきましては、ちょっと形を変えてみよう

ということで、新たな滋賀大学の先生をお招きして行ったということであります。 

   その問題が、今伊藤議員がいろいろおっしゃったわけでありますけれども、２５年度

におきましては、いろいろ考える中において、近隣からも今までの幸田町方式が一番そ

れはいい方法じゃないかというようなお褒めもいただいた。一番１回目ですね、初回目

やりました。やった部分が、それで今回もまた新たに２５年度につきましても、そのよ

うな方向に戻したということもございます。 

   方法につきましては、いろいろあろうかと思いますけれども、平成２４年度におきま

しては、外部の方をお入れしたということでのちょっとニュアンスが違うかなというふ

うに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 
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○14番（伊藤宗次君） 外部を入れた、入れたそのコーディネーターの目線とは何ぞやとい

うのは、先ほど申し上げたとおり。いやあっちから、ほかのほうからも幸田町方式が評

価されておりますよというのは、まさに自画自賛でしょ、上でき論を物を変えた時点か

ら物を言って、さあどうだと言われても、そんなもの物言えへんがな、私は。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） いや、初年度のお話をさせていただいた。初年度やりまして、次

年度が滋賀大のその先生を導入してやったわけですよ。その結果どうだったかというこ

とで、この２５年度になってきたということは、要するに幸田町の一番最初にやって、

皆さんが苦しんでやった方法が一番よかったなということが、この２５年度にまだ反映

されているということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） まあ結果を論じるのは誰でもできるということですが、要は結果を

論じながら、そこからどういう教訓を酌んで、今町長の言われる事業仕分けとは、町民

目線で見える化を進めるということの大義名分が、この２４年度の事業の中でそれが実

現されたのかどうなのかとなりますと、多くの人は、これを参観した多くの人たちは事

業仕分けとは何ぞやと、切って捨てるだけで、結局コーディネーターのポリシーがなく

て、こっちこっちもここへいって、そのために部課長がひっかき回されて、ですから議

会の中でもね、課長いじめじゃないかという指摘が出てくると。やっぱりそれは私だけ

が言っとるんじゃないです。立場が違う議員がね、ああ事業仕分けというのはああやる

か、課長いじめじゃないかということが議会で指摘されるというのは、やっぱり問題の

あった事業仕分けが２４年度で行われたということは、これは否めない事実だというふ

うに思います。 

   次に、羽根渕監査委員、御苦労さまでございます。何回か、この中で定期監査という

ものを実施をされております。その中で、共通事項として指摘している定期監査の関係

がございます。 

   一つは、ことしの２月５日に行われた定期監査、それから昨年の１２月２７日に行わ

れた定期監査の関係、さらに同じく昨年の１１月２８日に行われた定期監査、ここで共

通事項という形で出されております。ほかにも、昨年の５月３０日に行われたのもある

わけですが、この共通事項の中で、備品管理と、備品管理について台帳と現物の照合作

業が行われてるのかどうなのかと、これは疑わしいじゃないか、きちっとしとれと、現

物との照合が極めて不十分だという指摘が、この年度の中で４回行われていると。その

ことに対して、じゃあ監査委員が指摘をされた、その指摘されたことに対してフォロー

はされたかどうかというについて、お尋ねをします。 

○議長（大嶽 弘君） 監査委員。 

○監査委員（羽根渕保博君） 監査の指摘事項につきましては、地方自治法第１９９条第１

２項の規定に基づき、監査指摘事項措置状況通知書、これより各所管課における措置状

況の報告を受けております。 

   また、この措置状況通知書につきましては、決算審査資料の一部として、必要に応じ

て所管課に聞き取りを行うなど、他の項目とあわせて決算審査の確認事項として位置づ
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けております。 

   なお、今回の備品管理、台帳管理の監査につきましては、個別の備品について行った

ものではなく、備品台帳との照合がなされているか。また、なされているならば、いつ、

誰が行ったかを明確にするよう指摘したものでございます。なお、備品管理、台帳管理

に関しましては、後ろ向き、非生産的な仕事のように思われますが、極めて基本的な事

項でございます。したがいまして、今後も定期監査等における確認項目として、引き続

き実施していく予定でございます。 

   ちなみに、平成２４年、先ほど議員申されました定期監査におきまして、備品管理、

台帳管理の不備を指摘した件数は１３件でありましたが、本年４月３日現在、この措置

制度につきましては、実施済み４件、一部実施２件、未実施７件であります。一部実施、

未実施につきましても、引き続き実施していくとのことであり、今後においても実施状

況の確認を続けてまいりたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 監査委員の言われるように、いわゆるこうした定期監査、備品管理

の関係は、後ろ向きじゃないんですよ。まさに町民の共有の財産たる備品が、台帳にき

ちっと記載されて、台帳どおりの点検も整備もされておるのかと、担当者が誰なのかと

いうことがきちっとしとらへんじゃないかという指摘をされとるわけですよ。 

   ここ、どこの課がどうのということは全部申しません。例えば、直近でいけば、２５

年の２月５日に住民課、こども課、福祉課、健康課というところが監査の対象になった。

それが全てかということは別に、健康課は除くと書いてありますわね。共通事項として、

備品管理については、台帳と現物の照合作業を行われとへん、誰が担当しとるだと、大

体同じようなことが書いてある。 

   そこで、副町長、あなたは内部事務を統括する立場にある。監査で指摘される、年間

の監査が何回か定期監査が行われて、その何回かの中で同じ共通事項として指摘をする

んだよという指摘の中で、備品の管理やら台帳の整備、担当者が誰かというものが万た

び出されたときに、あなたどういうふうにお考えなのか。この定期検査の結果について、

あなたのところにも決裁は回っとるはずなんだ。それ見て、ああそうかいなといってぺ

たんと判こ押してすぐ回しちゃったのかと。 

   内部事務を統括する立場にある人が、監査委員から同じような共通事項として毎回と

いったら語弊があるけど、毎回のように指摘をされているときに、あなたはどういう感

覚でこの問題を見詰めて、今後の監査で指摘されないように、内部事務としてどう整え

ていくのかという点で、何もやってこなかったなという指摘ができるわけですが、そこ

ら辺はどういうふうに受けとめておられますか。 

○議長（大嶽 弘君） 副町長。 

○副町長（成瀬 敦君） ただいま監査委員さんから指摘ありましたように、備品管理につ

きましては、基本的な事項ということで大変重要なことでございます。町が預かった税

金で購入した備品等につきましては、当然その使途、また使われ方、そういったものは、

いつ、どこで、どのような指摘があっても答えられるようにしておかなくちゃいけない

ということでございます。 
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   今回におきましても、まだ監査等におきまして管理備品等の不備等指摘をいただいて

いるところもございますし、そういった一部実施、未実施の課というところも大変多う

ございます。そういった意味におきましても、私としても自覚が足りないなと思ってお

ります。今後におきましても、そういったとこについては、十分自分なりの視点として

配慮してまいりたいと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） お役所言葉の事なかれで流していく、こういう答弁の内容だなと、

私はそういうふうに受けとめました。 

   つまりね、例えば住民課、こども課、福祉課、さらに水道課、環境課、産業振興課、

土木課、都市計画課、下水道課、ずっと大概のとこは定期監査で備品の台帳から関係が

ずれたって全部わかってきちゃうわけだ。ということがずっとあってね、今後なきよう

に言ったって、こんなものはしょっちゅうやっとるわけだ。 

   だから、あなたが職務として、職務として内部事務を統括するその立場として、監査

委員からこういう指摘があったときに、次に監査委員から指摘をされないように、内部

を統括するあなたの職務としてね、やっぱり課に上がってきた課だけチェックしたって

何にもならへんわけだ。共通事項というのは、共通の認識を持った上で仕事をしとるだ

よという監査委員の指摘なんだ。その指摘を真摯に受けとめて、二度と同じような指摘

を受けないように、あなたは副町長しとって、何をなすべきかということんだ。明確に

していただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 副町長。 

○副町長（成瀬 敦君） 今後におきましては、部内会議等、こういった監査委員の御指摘

に対して、それぞれ具体的に、次回そのような指摘が繰り返されないような指摘に対し

て、各部長、管理職等十分戒めて、今後の対応について当たってまいりたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、認定議案第１号の質疑を打ち切ります。 

   次に、認定議案第２号の質疑を行います。 

   本件は、通告なしであります。 

   以上で、認定議案第２号の質疑を打ち切ります。 

   次に、認定議案第３号の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山千代子君。 

○13番（丸山千代子君） 成果の説明書の１３９ページで、国民健康保険特別会計の歳入で

見ますと、収入未済額が２億４,４６７万２,０００円という金額に至っております。そ

ういう中で、この金額が調定額の４分の１に当たってくるわけでありますけれども、こ

の対策についてお伺いするものであります。 

   国保につきましては、この滞納についての対策もとられているわけでありますが、そ

の成果がなかなか見えてこないという中で、毎回同じことが言われるわけでありますが、

この対策がどうなってきたのか、お尋ねするものであります。 

   次に、財政調整交付金が７％から９％に引き上げられたと、県の支出金でございます
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が、これは引き続き９％でこれが引き上げられたのか、なぜこのように引き上げれられ

たのか、その理由についてお答えいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 国民健康保険税の滞納、これは実は町税もそうですけれど

も、滞納のことにつきましては、事あるたびに私どもも実は懸念をし、また議員の皆様

方からも御指摘をいただいておるところというのは承知をしております。平成２４年度

で２億４,４００万円、実際この中では、その現年分と過年分というのがあるわけです

けれども、過年分で１億８,１００万円ほどあるわけですが、この対策については、実

は昨年度も、その前の年も多分同じお答えをしながら対応をさせていただいておったと

思いますけれども、いかんせんその保険者の方々のいわゆる滞納する状況というのは、

実はさまざまであります。納税相談での当然お話をし、説得をし、さらには分納誓約、

今では差し押さえ等もさせていただきながら対応させていただいているというのが、今

までも変わっておりませんし、実は現在も同じ状況であります。 

   その中で、じゃあその成果が見えてこないということでありましたが、これは実は本

当にもうしっかりとその対策というのをとれる方法があれば、私も実は知りたいわけで

ありまして、各市町村、またはほかの県の中でも同じでありますので、その対応にはも

う本当に粛々と、淡々と説得をしながら対応をしていくしか実は方法がないかなという

ふうに思います。が、しかし、少なくしなくてはなりませんので、これは税務課のほう

とあわせまして、収納については連携をしながら、その滞納については解消できるよう

に努めていきたいというふうに考えております。 

   もう一点の調整交付金の関係でございますけれども、これにつきましては県のこの財

政調整交付金の調整機能の強化のため、それから共同安定化事業の拡大の推進のために

引き上げられたものでありまして、実際に７％から９％に平成２４年度から引き上げら

れたということでございます。ちなみに、平成２４年度で幸田町がいただいたのは９.

７％であったということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 滞納繰り越し分が、１億８,５００万円ということであります。

この表で見ますと、その中で、医療分につきましては不納欠損で落とされたのが１,６

６８万円で、後期高齢分、それから介護分合わせて２,３７２万円が不納欠損で落とさ

れているわけでありますが、こうしたこれが滞納繰り越しで、率で見ますと約１５％ほ

どだというふうに思うわけでありますけれども、こうしたことからこの滞納繰り越し分

の滞納額を不納欠損で年数が来ると落としてしまうというようなことで、滞納も減って

くるわけでありますが、これをずっと不納欠損で落とさないとした場合には、どのよう

になっていくのかということですよね。この不納欠損で落とす基準というものについて、

お答えがいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 不納欠損につきましては、過年度分のものにつきまして対

応させていただいておるところでございますが、不納欠損につきましては、通常国民健

康保険税というのは５年で時効が来ます。その５年時効を待って、その効力がなくなっ
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たということで不納欠損をするもの、または執行停止があるわけですが、例えば資力が

ない、担税力、まあいわゆる納めていただくのが本当に大変だという方については執行

停止を行うわけですが、この執行停止につきましては、３年ということを持っておりま

して、そのどちらかが経過したものについて不納欠損をしておるいうことであります。 

   不納欠損がなくなるとどうなるというのは、時効については、当然これは切れてしま

いすのであれですが、不納欠損についてはやらなければ時効を待って、そこで不納欠損

をせざるを得ないということになろうかと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この不納欠損で落とすのが、執行停止が３年ということでありま

すが、どうしても納められない、こういう方たちは執行停止ということで不納欠損で落

とす、この率はどれぐらいになるのか、そういうのは調査をされているわけでしょうか。 

   なぜこんなことを聞くかといいますと、例えば今、国保税が非常に高いと、こういう

中でこの低所得者層に占める国保の割合が高いということは、誰しもが納得しているこ

とであるわけですけれども、要するに本当に納めたくても納められない、こういう状況

になっている国保税ということがうかがえるかというふうに思いますが、この執行停止

の割合というのはどれぐらいになるか、この点についてお聞かせいただけたらと思うわ

けであります。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 主要な施策の成果の説明書の２４、２５ページに、町税等

の不納欠損の執行停止の状況ということで書かせていただいております。 

   ②の法第１５条の７の４を執行停止後３年経過ということで、下から２段目になりま

すけれども、ここの１８５件、９６０万円余りですが、この金額が執行停止の関係の金

額であります。全体で言うと、４０.８％になるということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この不納欠損で落とすうちの４０.８％が、本当に納められない

額だというふうに言われるわけであります。本当に納められない額というのは、もう納

めたら生活さえもできないという、こういう状況だというふうに思うわけでありますが、

裏を返せば、これは納められない金額が国保税としてかけられているということになる

のでしょうか。その点について、お答えがいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） これは、実際に納められるかられないかというのは、実は

私はその各それぞれの住民の方々の状況というのは、本当に事細かに内容を承知してい

るわけではありませんので、何とも申し上げられませんが。 

   国保税については、例えば本当に生活が困ってお見えになる方に関していえば、例え

ば生活保護であるとか、そういった方々については当然国保料というのは免除がされる。

軽減免除というものもありますし、本当に納められないそれぞれの方々の状況、例えば

ほかの、これは言い方が悪いですけれども、趣味嗜好なのかわかりませんが、ほかのも

のを優先にし、国保税を納められないのか、わしゃ医者にかかってないから、国保税何

で納めなきゃいけないかという方も実は中にはお見えになります。この方たちが執行停
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止とは言いませんけれども、その方たちのその状況に応じて、その中身はわかりません

ので何とも言えませんが、ただこれは決まりの中で一般の方々と、その減免もしながら

応益の負担をしていただくというのが基本的な原則でございますので、これはお願いを

していくしかないかなというふうには考えております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ちょっと論点がはちゃめちゃなように聞こえるわけでありますが、

いわゆる本当に納めたくても納められない、こうした人たちを執行停止として３年間で

不納欠損で落としていくんだよという説明がありました。ところが、この執行停止の現

状は、裏を返せば高い国保税がかけられてるから、本当にその低所得者層にとってはと

ても納められない金額になるんだよというとを聞いたら、まあ趣味嗜好が違うから納め

ないのかどうかわからんという、じゃあ町民の置かれている現状はどうなのか、加入者

の置かれている現状はどうなのかの把握をというのはされていないことによって執行停

止をされたのか、よくわからないわけであります。 

   ですから、本当に納められない金額がかけられているとするならば、私はこれはきち

っと減免制度を拡充をしながらやっていかなければならないものではないかなというこ

とを言いたかったわけでありまして、その点については、国保の減免制度の不十分さが

あらわれているのかということでございますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 申しわけありません。国保税についての一般的な、先ほど

話をさせていただいてしまいましたので、執行停止の関係とは若干違ったかもしれませ

んが、執行停止については、先ほど申し上げました資力がない、どうにも納められない、

いわゆる生活困窮者であるとか、そういった方であります。当然、これは国の考えてお

る社会保障制度ということでありますので、そういった方々に対しての対応として位置

づけられておるということでありますが、これは負担をどこに求めるかというのが、実

際には国のほうの関係もありますので、減免制度を拡充すれば、当然ここら財源をどこ

で求めるかといったようなこともあります。 

   このことについては、その対応について実はどこの市町村も同じような悩みをしてお

りまして、その関係が減免制度についての研究というのは、実はそれぞれの市町村でも

行われておるということでありますので、私どもも同じく、やはり今後も当然研究をし

ていく必要があるんではないかなというふうな認識をしております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、認定議案第３号の質疑を打ち切ります。 

   次に、認定議案第４号の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山千代子君。 

○13番（丸山千代子君） 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の高齢者を別の保険制度で追

い込むのでありまして、この保険料につきましてはつきましては、２年ごとに引き上げ

てくる。高齢化率が進めば、さらこれが保険料の上昇となってあらわれてくるというも
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のであります。 

   この決算年度では、１人平均８万２１０円、限度額が５５万円となったわけでありま

すけれども、この医療制度における限度額の人数は何人になったでしょうか。お伺いす

るものであります。 

   また、滞納者もふえてきているわけでありますけれども、その中で収納率は９９.

５％ということであります。滞納額が１１２万４,０００円という金額が示されている

わけでありますけれども、この滞納者の人数と短期保険証の発行数について、お伺いを

いたします。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 後期高齢の関係の保険料につきましては、２年ごとに引き

上げをさせていただいておるわけですが、現在５５万円の限度額の人数は、平成２４年

度で３０人でございます。それから、滞納の関係につきましては、平成２４年度で１１

７万円ほどでございますけれども、１８名の方が滞納者ということになっております。 

   短期保険証の発行につきましては、１カ月、２カ月、６カ月という種類があるわけで

すが、平成２４年度では４名の方に短期保険証を発行しております。ちなみに、１カ月

の方が一人、２カ月が二人、６カ月については一人ということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この限度額が５５万円ということで、３０人の人数が限度額のい

っぱいだよということでありますが、実質この世帯で考えられるわけでありますので、

実際、７５歳以上の高齢者の方が余り自分のお金を持っていなくても、家族の収入が多

いと限度額いっぱいになってしまうということで、その点についての把握というのはし

て見えるかどうか、現状についてお尋ねしたいと思います。 

   それから、短期保険証でありますが、１カ月の発行が１人ということで、２カ月が２

人、６カ月が１人ということなんですけれども、１カ月、２カ月はあっという間に来て

しまって、保険証が預かりなどになってしまう事例があるのではなかろうかと思うわけ

でありますが、その点について、後期高齢者つきましては資格証は発行しないというこ

とになっております。 

   しかしながら、実態はこのように短期保険証で保険証が手元にないという状況があっ

てはならないわけでありますが、その点についてはどういう対応をしてみえるか、お尋

ねしたいと思います。病院にかかりたくても、保険証が手元になければかかれない、こ

ういう事例のないようにすべきだと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 申しわけありません。ちょっと限度額の方の状況という中

で、世帯というのはちょっと私も今ここにありませんので、お答えができません。 

   それと、短期保険証の関係の１カ月ですけれども、この短期保険証をもともと出す目

的というのは、なるべくその保険者の方と接触をさせていただきながら、納税について

お話をし、御理解をいただきながら納めていただくというのが目的でございます。これ

は、国保でも同じですけども、なかなか１カ月というのは余り本当は出すというのは効

果がないのかもしれませんが、なるべく回数を多く、いわゆるその面談の回数を多くす



- 23 -

るための一つの方法として１カ月を発行させていただいとるということで、通常の医療

の関係については、特別問題なくそれでやれるんではないかなというふうには理解をし

ております。先ほど言いました、なるべく面談をふやしていきたいというのが目的でご

ざいますので、よろしくお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 決算特別委員会のほうに回しまして、短期保険証の発行でちょっ

と再度お聞きしたいというふうに思いますが、とめ置きということで、面談に応じられ

ない、高齢者の場合はですね、なかなか役場に来ることもできない、こういう実態もあ

るかというふうに思いますが、この１カ月は１カ月ごとの発行ですので、これを毎回毎

回１２カ月繰り返しているということになるわけですよね。ですから、これが例えば医

療機関にかかりたいと思ってもかかれないでいるとしたら、大問題であります。 

   そういうことがないように、この１カ月、２カ月の対応、３人については、どういう

対応になっているのか。保険証が手元にある状況になっているのか、その点について調

査をし、また答弁をいただきたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 当然、今言われるように、なかなかこちらに来ていただけ

ないということもございますので、高齢者の方には切れる前に電話でお知らせをしなが

ら、お話をさせていただきながら対応させていただいておるというのが現状だというこ

とで、承知しております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、認定議案第４号の質疑を打ち切ります。 

   次に、認定議案第５号の質疑行います 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山千代子君。 

○13番（丸山千代子君） 介護保険制度につきましては、さらに改悪が予定をされているわ

けでありまして、とりわけ介護度の低い方たちにとっては、介護の取り上げが予定をさ

れる。こういうような今状況になってきている中で、そもそもの発端となったこの新認

定基準、これによって要介護の低い人たちをつくり出す仕組みというのができました。

その中で、この新認定基準の見直しによって非該当、あるいは介護度が低くなった人数

について、お答えいただきたいというふうに思います。 

   また、この年度につきましては、第５期ということで介護保険料が見直しをされ、引

き上げられた年であります。そういう中で、普通徴収の滞納が増加している実態がござ

いますが、この点についてお答えいただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 認定の基準につきまして、平成２１年度に変更をされてお

るわけですが、２４年度中に更新のための認定申請５７７件の審査をしました。そのう

ち、非該当になった者につきましては１２件、２.１％でございます。軽度化の者につ

きましては９１件の１５.８％ということになっております。 

   第５期の介護保険で、料金の見直しをということで、増加をしておるということです
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が、平成２４年度の普通徴収の滞納額につきましては、１０３人の方で２４９万１,７

６０円というのが現状でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ５７７件の認定審査によって非該当が１２件あった。さらに、介

護度が低くなったのが９１件もあるということで理解をしてよろしいでしょうかという

ことであります。 

  これが、そうであるならば、この新認定基準によって、本来介護を受けたいと、要する

に介護保険を利用したいと思っている人が認定審査を受けるわけでありますので、介護

を希望する人というふうになるわけですよね。ところが、実際は非該当で、保険料を納

めてても保険は使えない。今まで受けていた介護が低くなったために、枠がまた低く下

げられて受けられなくなったと、こういう実態でありますので、そういう人たちが１０

３件にも上るということであります。 

   じゃあこういう人たちはどこを利用したらいいのかということでありますが、今度考

えられている介護保険制度の見直しは、さらにまた悪くなってくるというような状況で

ありますが、こうした介護取り上げにつながる、こういうものになってくるのではなか

ろうかというふうに思うわけであります。 

   また、この軽度化になった９１件の方々の実態はどうなのかということでありますが、

その点については把握をしておられるでしょうか。もし、していられなかったら、また

決算特別委員会の中でお聞きしたいというふうに思いますので、お答えいただきたいと

いうふうに思います。 

   それから、普通徴収にかかわっては、これは年金から天引きされない方が普通徴収に

回るわけであります。普通徴収に回る方たちの実態はというと、把握をしておられるか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 人数につきましては、先ほど申し上げました非該当１２人、

軽度化が９１人ということでございます。 

   この認定につきまして、これ一般的な話でございますけれども、通常新規申請の場合

につきましては、認定を受けた後、６カ月後に更新認定、さらに更新認定につきまして

は要支援と認定された場合につきましては、当然１２カ月後にまた審査とかいうことに

なるわけですが、この認定につきましては、認定調査員の方が本人さんの状態確認、家

族等の聞き取りも含めましてその調査をさせていただきます。 

   その結果をコンピューターに入れて、第１次判定をし、その後、その判定結果を介護

認定審査会におきまして、主治医の方の意見書をもとに合議制で第２次審査というよう

なことになります。この第２次審査の中では、実はほとんど下がるケースというのは余

りないんですが、ここで下がった要因としては、例えば脳梗塞等で介護になったよとい

うことで入院をされておった方が回復をされ、更新時において該当しなくなるケースな

ども実はあります。 

   ちょっとその実態というのは、私はここで内容を把握しておりませんので、申しわけ

ございませんが。その後のフォローにつきましては、例えば、地域支援事業でのフォロ
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ーサービスであるとか、老人福祉センターでの日帰りデイサービス等が考えられるかと

思いますけれども、それぞれの実態に合わせてそういったフォローはさせていただいて

おるというふうに認識はしております。 

   それから、普通徴収の関係ですけれども、通常、年金天引きがされますが、例えば社

会保険等からそういったほかの２号被保険者のときに加入しておる社会保険等からの天

引きじゃなくて、年金から天引きがされるまでの間というものにつきましては、実は６

カ月程度の普通徴収期間というのが発生をしております。この方たちが多いということ

の承知ぐらいでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 認定に当たって介護度が低くなった、こういう事例はいろいろと

困り事や相談等の中で出てくるわけでありまして、特に軽度の認知症の方であれば、こ

れが介護度が低くなってしまうという、こういうようなことが大きな問題となってくる

わけでありまして、いわゆるこの認定調査員の聞き取り、状況判断、これが大きく左右

されるわけであります。ですから、そうした点において、この認定調査員の聞き取り調

査、これが一番重視されますので、その辺の問題もあるかというふうに思いますので、

この辺をどうやっていくかということにつながるかというふうに思います。その点で、

きちっとこの調査活動についての充実をさせていっていただきたいというふうに思いま

す。 

   それから、普通徴収におきましては、確かに社会保険から移行をする、そういう中で

年金から天引きが間に合わないがためにこれが普通徴収となる、この事例はありますけ

れども、いわゆる年金からも引けないという、こういう普通徴収があるわけです。です

から、この滞納が、どうしたところの滞納なのか見きわめる必要があるというふうに思

うわけであります。ですから、普通徴収における滞納がどちらのほうの滞納が多いのか、

その点について分析しておられたらお答えがいただきたいというふうに思いますが。 

   また、この普通徴収の中で、生活困窮、あるいは年金から天引きされ、引くに引けな

いという、こういう方たちの基準がありますよね、金額が、年金額の、引けない金額。

ですから、そうした人たちの滞納がどれぐらいあるのかということで、もしもそれがず

っと滞納につながるようであるならば、これは減免制度をきちっと拡充をしてやってい

くべきではなかろうかというふうに思うわけであります。 

   一度、保険料や利用料の減免制度は見直しをされました。まだまだ不十分ということ

で、またこの見直しのときに考えたいというようなことも言われていたわけであります

が、残念ながら第５期の見直しのときには拡充がされてこなかったわけであります。こ

うしたいろんな状況を決算の中で酌み取りながら、きちんと減免制度の拡充をしていく

べきではなかろうかというふうに思うわけでありますが、その点についてお答えがいた

だきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 調査員の方々の調査につきましては、ある一定の基準を持

って当然やっていただいておりますので、当然その内容の充実については、また改めて

伝えていきたいというふうには思います。 
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   滞納の関係につきましては、申しわけございません。私がちょっと検証をしてござい

ませんので、私からお答えが今できませんので、御容赦をいただきたいと思います。 

   見直しの関係につきましては、今５期の計画中、平成２４年から２６年度の５期の計

画を思っておるわけですが、当然６期の計画、これは２７年度から始まっていくものが

あります。この中で、保険料軽減も踏まえて、一度その辺については検討をしていきた

いということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、認定議案第５号の質疑を打ち切ります。 

   次に、認定議案第６号の質疑を行います。 

   本件は、通告なしであります。 

   以上で、認定議案第６号の質疑を打ち切ります。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午前１０時５５分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時０５分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

   次に、認定議案第７号の質疑を行います。 

   １４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 議長のほうから、認定７ということで指定がございましたが、認定

７及び認定８が、いずれも通告の内容は同じ内容であります。したがって、同じ感覚で

質問をしてまいります。 

   したがって、８号については、行いません。答弁次第だわな、行わないちって、ここ

で言っちゃうと、自分で口封じするようなことはない。だもんで、基本的には７、８と

同じような内容だということだけ申し上げて、話を進める。 

   この関係につきましては、３月の予算の中でも申し上げましたが、幸田町の下水道及

び集落排水と、その使用に当たっては、井戸水だけでやっておられる方、あるいは井戸

水と上水道で併用してやっておられる方、これはさまざまあると。そうしたときに、料

金をどこで設定するのかという点で、曖昧さが極めてあると。 

   そうした内容で、たまたま岐阜市が市民に訴えられて、一審の岐阜地方裁判所で岐阜

の丼勘定といいますか、水商売的な算定の仕方、負けました。二審の名古屋高裁でも、

同じように岐阜市が負けて、岐阜市が最高裁だあつって力んだったけども、結果的には

上告を断念をされた。断念をして、下水道の正確さに欠ける５,０００世帯に総額で１

億４,０００万円過払い、いわゆる徴収をしたものにいてはお返しをする。 

   こういう情勢を受けて、じゃあ我が幸田町ではどういう実態にあるのかという点で、

宿題として３月の関係は残る。その上に立って、この決算の中でも基本的には３月の予

算の内容と一緒であります。つまり、先ほど申し上げたように、井戸水専用、さらに上

水と併用という点での料金設定、そしてその使用量の実態という点については、時限は

同じであります。したがって、その点から質問をしてまいる。 
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   まず、幸田町における集落排水及び下水道の利用に当たって、実際の利用者は何件あ

るのか。まず、その点から。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 今現在、使用料を徴収してる関係の件数でございますけども、

全体としては１万１,３４４戸ということになります。そのうち、議員の質問の３月の

趣旨も含めて、井戸水の関係する使用者、井戸水の関係する使用者は３０３戸となって

ます。その内訳としましては、井戸水専用の方が５５戸、また工場等が１７戸、残る２

３１戸がいわゆる併用ですね、井戸と併用となっておるというふうな状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） １万２,３４４戸と、こういう戸数ですよね。今、あなたの言われ

たの。そのうち、井戸水及び併用の世帯数が３０３戸だということですが、じゃあこの

３０３戸にかかわる料金の設定の仕方はどういう設定をされておるのか。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 失礼しました。私の言い間違いかもしれませんけども、１万１,

３４４戸ということで、済みません。そのうち、併用は２３１戸、工場が１７戸、井戸

のみの方が５５戸、合わせると３０３戸ということでございます。 

   これにつきましては、下水道、集落排水含めてそれぞれ料金の関係の条例はございま

すけども、下水道法ですと、下水道条例の第１９条の２項に基づいて、いわゆる認定水

路というのを設けております。これも３月議会でお答えしてますけども、今現在の条例

上、規則上につきましては、世帯１人当たり６トン、６立米、月当たりということでご

ざいます。それに、家事以外にも使用する使用者については、その世帯人員、業態、用

水能力、使用状況に応じて使用水量を認定するというような状況になってます。 

   また、井戸水等の併用世帯という、上水との併用ですね、井戸水専用ではなくて上水

との併用世帯につきましては、使用者の使用の様態を勘案して町長が認定するというこ

とになっておりますけども、基本、先ほど申し上げた世帯１人当たり６立米、月当たり

というふうなものにしておるということであります。 

   また、併用の場合の算定の中で、水道料、上水道にプラスする部分としましては、具

体的には、例えば台所とか洗面とかトイレ、洗濯などにつきましては、１立米を１人当

たり、月当たり足すという形でありますし、お風呂につきましては、１人当たり、月当

たり２トンということで、１トンもしくは２トンを追加していくという形であります。

ただ、基本的には、今規則にございますような、合わせまして１人当たり６トンを基本

に規則に基づいて行っているという状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は、併用、まあ専用であればね、あなた方の理屈、６トンが適当

かどうかという点ではまたいろいろありますが、併用の関係は、併用の形態は全部さま

ざまなんですよね。だから、そうした点でいくと、どういう形でその併用を調べていく

のか。実態は、私は調査されてないと思うんです。私のうちも併用であります。併用で、

じゃああんたんとこ、どうだという調査があったかどうかという点でいきますと、なか

ったとは言いません、あったとも言いません。記憶が定かでない。 
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   しかし、併用世帯について、これは岐阜市も一緒なんですよ。併用のところについて

は、岐阜市がみなしが多過ぎると、そんなものはぶっかけだと言って地裁と高裁が判決

で、そのみなし水量は適切な量ではないと。じゃによって、岐阜市は負けじゃと、こう

いう判決ですよね。そうしたときに、あなた方はこうした問題について、併用の実態は、

併用２３１戸、みんなさまざまです。さまざまな関係はどういう形でやられておるのか。

つまり、ぶっかけをしちゃったのかどうかと。 

   個々調査というのは大変なことですが、それはおやりになったかどうか。要は、相手

方から正当性のある料金徴収をするときに、ぶっかけでございますよという、まあ言い

方悪いけど、ぶっかけ、岐阜市の判決でいくとみなしだと、みなし数量はあかんと、こ

ういう判決ですから、基準がどうだとかこうじゃなくて、個々の実態に合わせてどうい

うふうな料金設定をし、どういう料金徴収をするのか、それは各家庭によって世帯構成

も違う、年齢も違う、そうした点でどういうふうな形で具体的にお進めになるのかとい

うことです。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 先ほど申し上げました規則による６トンという根拠につきまし

ては、平成元年に実際に実測したというふうにお聞きしております。ただ、その辺のバ

ックデータとかそういったものが今現在残ってございませんので、実質６トンというの

は当時の経過からして算定されたものでございます。 

   ただ、それからもう既に２５年を経過しているという状況で、今議員が言われたよう

に、世帯構成とか生活様式も変わってきてると。また、水回りの機器につきましても、

節水型になってたりということで減少してる。また、逆に反面、その核家族化で１人当

たりその使う量、それが割高ということですね、実際にはひとり世帯ですと、どうして

も原単位がふえてくるというようなことで、実質平均６トンとしておりますけども、そ

の内容、内訳は多種多様になってる状況ではないかということで、その辺を３月議会で

も追求されて、実際実態調査を進めるということでお答えをさせていただいてる状況で

あります。 

   実際、岐阜市につきましても、裁判で判決によって確定しておりますわけですけども、

その認定水量の基準には、計測による場合の放流量と同程度であることが必要というこ

とで、その立証責任を司法上求められたということが、今回の判決として強い、全国に

波及したということであります。 

   これを受けて、岐阜市も、実質使用水量、見直をして下げており、実際に岐阜市の場

合は、井戸水含めた計測器を６,０００戸に、全体の２割程度だそうですけども、６,０

００戸に対して、その上水道の検針と合わせたメーターをつけているということで、２

割程度という背景には、井戸水使ってる方の２割程度しか検針をつけてないというのは、

その辺はやはりなかなか居住者の合意とか、そういった面があったということと、いろ

んな財政的なも面もあるかと思いますけども、そういった状況にあるということで、こ

れを受けまして、全国でもいろんな検討をされてる中で、幸田町としましましては、ま

ず今申し上げた合計３０３戸となりますので、井戸がかかわる家ですね、そういった３

０３戸に対しては、まずアンケートを実施していこうということであります。 
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   そのアンケートにつきましては、今鋭意準備をしいてるとこでございまして、本日、

本来ならば作業をしている状況をお答えできるとよかったんですけども、内容的にかな

り検討している中で、まずその世帯構成とか年齢構成、また生活パターンなど、いろん

な部分で異なるもんですから、そういったものの使用量の目安とかいったものもそのア

ンケートの中でお聞きしながら、井戸水併用の場合について、その目的とか井戸水の目

的ですね、そういった頻度、こういったものもまずはそのアンケートでお聞きしたいな

ということと。 

   まず、それにあわせて、併用のメーターを、井戸のメーターをつけることに対してど

のように認識されるか。これは、全部が全部つけれるわけじゃないんですけども、御協

力をいただけるかどうか。これは、井戸水、井戸が縁の下に入っていたり、家庭の奥に

入ってたりという方もいらっしゃいます。水道のメーターのように、道路から何センチ

というふうに決め事がない状況になってしまいますので、そういった面でのアンケート

で御協力いただけるかどうか、こういったものもまず調査して、またヒアリング、聞き

取りなどもしながら、実際に実測をする、またそれを原単位、６トンという形のものと

の検証、こういったものをしていきたいと考えてる状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 一歩踏み込んで、暗渠を実施をしたいということで、それはそれ一

つの方向性として実態調査をするという内容がありました。しかし、先ほど申し上げた

暗渠そのものは、ぜひおやりなっていただき、実際の姿がどうとか。しかし、その暗渠

をした段階で、常に情勢というのは変わってくるわけ、世帯構成というのは変わります。

そういう点も含めて考慮するというのは、一つの指針としては出るけれども、その実態

をつかみにくいという点がある。そういうことと。 

   もう一つは、今答弁もありましたように、それぞれ、例えば専用であろうと併用であ

ろうと、井戸にかかわっては水量、量水計、つまりメーター器をつけていただきたいと。

しかし、メーターつけれるところの条件のあるとことないとこもあるし、やったからっ

て即そこで出てきた数量が下水に、あるいは集落排水に流されるかといったら、そうじ

ゃないですよね。多くのところが、ひょっとしたら庭木だとか、うちの野菜とか、そう

いうところだけで使ってるとこもあって、井戸で飲料水等で含めて使って、下水や集排

に流れてくるよというのは極めて少ないという人もおるだろうと。それは、利用の形態

が全部違うわけですよ。 

   そうしたときに、やはり判決で出されたのは、合理的で説得性のある料金設定をしな

さいよと、具体的にどうするこうするなんてことは言ってないわけですよね。ただ、そ

うした点で、みなしで料金徴収するのは、これは違法ですよと。したがって、岐阜市は

料金を還付しなさいよということ。その上で、つまり言葉で言えばそういうこと。いわ

ゆる合理的で説得性のある料金設定、それは実際をきちっとつかみながらどっかで線引

かないかん。どっかで線を引いたときに、それはその世帯構成は日々変わってくるとい

うことが前提でないと、一端やった以上、いったらね、これが２年、３年で変わってき

やあへんと。 

   例えば、私たちはもう老い先短いで、すぐ死ぬかもしれん。場合によっては、また孫
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が生まれるかもしれん。子どもが帰ってきてね、うちを構成するかもしれない。そうい

う点で、状況の変化というところにやっぱり機敏に対応していかないと、水道水だけで、

上水だけでやれば、それはメーター器にすぐに判明すると。しかし、それ以外の状況と

いうのは、メーター器の取りつけが難しい状況の中でいくと、そうした点はいろんな問

題が出てくるであろうと。 

   幸田町の皆さんはみんなおとなしい人だもんだ、行政のやることは間違っとっても、

しゃあねえなという形で我慢しておられる人が大半だ。しかし、都市化がどんどんどん

どん進んでくる中で、実態とかけ離れた料金設定やら料金徴収をされるという点でいけ

ば、私は岐阜の例は対岸の火事ではなくて、他山の石として幸田町のこの下水道及び集

落排水をどうしていくかという点で、問題提起をされたということであります。 

   したがって、先ほどの答弁もありますように、一つは暗渠をやるということと、その

暗渠の結果を待って、また機会を見つけて、この問題については、先ほど申し上げたと

おり、合理的で説得性のある内容にしていただきたいし、私も機会を見つけて問題の提

起もしながら進めていきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） この下水道法に基づく２０条のその料金の設定の考え方という

のは、条項個々に出されておるわけですけども、やはりそういった部分では、定率、ま

た定額をもって明確に定められること。また、不当な差別的扱いをしないことというよ

うな、云々の２０条の中にうたわれておりますので、そういったものを念頭に置きなが

ら、まずはアンケートでの調査を行い、それがメーター器をどの程度設置できるのか、

これも予算の関係もございますし、これは岐阜市の場合ですと、１台当たり４万円から

５万円程度するというふうなことを聞いておりますので、この辺もアンケートの結果を

踏まえて、また来年度の予算編成含めた部分での検討ということになるかと思いますけ

ども、この辺につきましては、まずはアンケートでの反応を見ながら、またその補足す

る聞き取りをして、それが一回限りではということをなるかと思いますので、それをあ

る程度フォローできるようなシステム化も考えていくということをしていきたいと考え

ております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、認定議案第７号の質疑を打ち切ります。 

   次に、認定議案第８号の質疑を行います。 

   １４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤宗次君。 

○14番（伊藤宗次君） 認定７号でも申し上げましたが、基本的には質疑の通告している内

容は同一でありますので、８号については、私は省略をいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、認定議案第８号の質疑を打ち切ります。 

   次に、認定議案第９号の質疑を行います。 

   本件は、通告なしであります。 

   以上で、認定議案第９号の質疑を打ち切ります。 
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   これをもって、質疑を終結します。 

   ここで、委員会付託について、お諮りします。 

   ただいま一括議題となっております第３９号議案から第５１号議案までの１３件は、

会議規則第３９条の規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託します。 

   各常任委員長は、ただいま付託しました議案の審議結果を来る９月２６日までに取り

まとめ、９月２７日の本会議で報告願います。 

   委員会の会議場は、お手元に配付のとおりですので、よろしくお願いします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第３、決算特別委員会の設置についてお諮りいたします。 

   ただいま議題となっております認定議案第１号から認定第９号の９件は、内容も非常

に多岐にわたりますので、慎重審議を期するため、決算特別委員会を設置し、これに付

託し、委員の定数は議長を除く１５名としたいと思います。 

   これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、平成２４年度決算認定の９件は、議員１５名を決算特別委員に選任し、付託

することに決定しました。 

   ただいま設置された決算特別委員会は、委員会条例第９条の規定により、委員長の互

選をお願いします。 

   委員長の互選は、９月１２日午前９時より、議場においてお願いします。 

   なお、委員長の互選に関する職務は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長委

員である１２番、内田 等君にお願いします。 

   審議の結果は、９月２６日までに取りまとめ、来る９月２７日の本会議で報告願いま

す。 

   以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   本日は、これにて散会といたします。 

   次回は、明日９月１２日木曜日、午前９時から会議を開きますので、よろしくお願い

します。 

   長時間、御苦労さまでした。 

                             散会 午前１１時２５分 
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